
本学の教職員から架空の発注や虚偽の請求書類の作成依頼等、研究費の不正使用を
疑うような依頼があった場合は、以下までご連絡ください。

鹿屋体育大学経営戦略課会計室予算決算係
〒891-2393 鹿屋市白水町１番地
TEL：0994-46-4838、4835、4839

取引業者の皆様へ

１．物品（図書を含む）の納品
物品名・数量等について、検収担当職員が確認します。

２．設置作業を伴う物品の納品
物品の品名・数量等とあわせて、物品の設置状況を検収担

当職員が確認します。

３．機器の保守・点検などの作業
機器の保守・点検等の場合は、作業現場にて検収担当職員

が立ち会い等により作業状況の確認をします。

※物品の納品等の手順については、フローチャートをご確認願います。

＜不正行為を行った取引業者の処分＞
不正行為に関わった取引業者に対して、本学の定めにより取引停止等

の措置を科す場合があります。

平素は鹿屋体育大学の業務活動について、格別のご高配を賜り
誠にありがとうございます。
鹿屋体育大学では、不正行為を起こさない環境づくりに取り組
んでおります。
そのため、鹿屋体育大学に物品（図書を含む）を納品等される
際は、以下の事項についてご協力をお願いいたします。

【研究費の不正使用に関する通報窓口】

mail：yoketsu@nifs-k.ac.jp


